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衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
水
俣
病
未
認
定
患
者
救
済
法
案
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

第
百
七
十
一
回
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
は
、

第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
、
特
定
事
業
者
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
を
い
う
。
）
が
事
業
再
編
計
画

（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
再
編
計
画
を
い
う
。
）
に
係
る
環
境
大
臣
の
認
可
を
得
る
た
め
の
条
件
の
一
つ
と
し
て
、

「
事
業
会
社
の
事
業
計
画
が
特
定
事
業
者
の
事
業
所
が
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
事
業
の
継
続
等
に
よ
り
当
該
地
域
の
経
済

の
振
興
及
び
雇
用
の
確
保
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
会
社
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
さ
れ
る
会
社
に
該
当
す
る
営
利
社
団
法
人
に
つ
き
、
一
定
期
間
移
転
を
制
限

し
て
特
定
地
域
で
の
営
業
を
義
務
付
け
る
規
定
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
当
初
任
意
に
あ

る
地
域
で
事
業
を
行
っ
て
い
た
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社
を
い

う
。
）
に
対
し
て
、
事
後
的
に
当
該
地
域
で
の
事
業
の
継
続
を
義
務
付
け
た
規
定
は
、
現
在
効
力
を
有
し
て
い
る
法
令
に
は

存
在
し
な
い
。
ま
た
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
廃
案
と
な
っ
た
法
案
等
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
膨
大
な
作
業

一



を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
企
業
再
建
整
備
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
十
三
条
は
、
「
決
定
整
備

計
画
に
従
つ
て
な
す
特
別
経
理
株
式
会
社
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
四
百
二
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な

い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

二


